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要旨家庭内での頭部打撲という外傷機転にもかかわらず心肺停止となり，３０分以上の蘇生に

不応性で死亡した小児において，死亡確認の前に原因検索目的でCT撮影を行い，その画像を根

拠に司法解剖を施行して虐待が明らかとなった症例を経験した。症例は2歳sか月の男児。身長

83ｃｍ，体重10.2kg･既往に精神運動発達遅滞の指摘，汎発性腹膜炎の手術歴，肝障害での入院

歴あり。起床時にぐずる児の肩を押したところ壁に頭部をぶつけてぐったりした，との救急要請。

救急隊現着時にショック状態，車内収容後に心停止となる。来院時も心肺停止状態で標準的な心

肺蘇生に不応性であった。超音波で受傷機転と一致しない心嚢液貯留を認め〆原因検索のため

CT検査を行ったところ，頭蓋内に異常はなく，心雲液貯留と肝門部から陣周囲の液貯留を認め

た。死亡確認後も体表上明らかな外傷は認めず，検視でも事件性は低いと判断された。しかし

CT所見が臨床経過と合致しないため司法解剖を要請した。その結果，胸腹部の鈍的外傷を示唆

する所見を多数認め，豚破裂と出血が主な死因と判断された。本症例では，比較的柔らかい加害

者の足や腫などによる外傷のため，内部に致命的損傷があったにもかかわらず体表上明らかな致

命的外傷の所見は認められなかった。患児の既往や基礎疾患も死因特定を難しくし，担当医師の

診察，および刑事調査官の検視にても事件性は低いと見受けられた。もしＣＴを撮影していなけ

れば死因不詳で扱われた可能性もあった。死因特定のための死後CTは多くの病院で施行されて

いる現実があるにもかかわらず，費用や倫理面の問題があり現行では日常的に施行することが難

しい。少なくとも監察医制度がない地域においては，異状死体の死因検索のための死後CTのシ

ステム化が望まれる。ＣＴを含めた情報収集は解剖実施を促進し死因究明に役立つと考えられる。

(日救急医会誌.2010;21:29-34）
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はじめに

監察医制度が行われていない地域での異状死体の

死因特定は時に困難であり，たとえ検視が行われて

も犯罪が見逃されるおそれがある。今回，幼児の突

然死の症例において検視では事件性が低いと判断さ

れたが，いわゆる死後CＴ（postmortemCT;ＰMCT）

に準じて死亡確認前に撮影した全身CT検査の所見

を根拠に司法解剖を行い，死因の究明に至った幼児

虐待の１例を経‘験したので報告する。

症 例

ChildabusesuspectedwithpostmortemCTimagingandl･evealed

byfbllowinglegalautopsy
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原稿受理日：2009年８月２０日（09-055）

患者：２歳Ｓか月男児。身長83ｃｍ，体重102kg・

現病歴：起床時にぐずった子供の肩を押したとこ

ろ，壁に後頭部をぶつけてぐったりした，と母親よ

り救急要請があった。救急隊現着時に顔面蒼白徐

脈，あえぎ呼吸あり，車内収容直後に心肺停止と
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なった。心電図上，高度徐脈から心静止への変化が

認められた。心肺蘇生が施行され，ラリンケアルマ

スクを挿入し当院に搬入された。覚知から現着まで

２分，現着から病着までは22分であった。

来院時現症：GlasgowComaScale3（E1V1M1)，

心肺停止状態。心電図は心静止。体温36.7℃・瞳孔

は5ｍｍ大で正円，左右差なく対光反射なし。心肺

蘇生継続し静脈ライン確保とアドレナリン投与を

行った。気管挿管を実施し胃管を挿入。胸部，腹部

の他，体表に明らかな外傷は認めなかった。

経過：標準的心肺蘇生を30分以上継続するも，

全く心拍は再開しなかった。この間撮影した胸腹部

ｘＰにても，突然の心肺停止を示唆する所見は認め

られなかった（Fig.1)。また超音波検査にて心嚢液

の貯留を認めたため，原因検索の一環として蘇生操

作下にＣＴ室へ移動し，頭部から骨盤まで撮影を

行った。帰室後も蘇生行為を継続したが反応せず，

来院より１時間後，死亡確認となった。

検査結果：ＣＴ上，頭蓋内に明らかな異常を認め

なかった。心雲液の貯留と肝門部から豚周囲にかけ

て液体貯留を認めたが，ほかに明らかな骨折等の外

傷は認めなかった（Fig.2)。

血液生化学検査では血小板減少，およびＡＳＴ・

ＡＩｊｒ・ＬＤＨの上昇，アミラーゼの微増，カリウム値

の上昇を認めた（皿blel)。

既往歴：母親は動揺しており，児の蘇生中に過換

気となり別室で治療を受けていたため，詳細な病歴

の聴取はできなかった。この時点では，１歳時に汎

発性腹膜炎の手術歴があるが詳細は不明であるこ

と，言語，歩行開始の遅れあり，精神運動発達遅滞

の疑いがあるが精査はしていないことがわかった。

また，２歳時に肝機能障害と胃腸障害で市中病院に

1週間程入院加療したが，母親の体調不良により付

き添い不可となり治癒しないうちに退院しているこ

とが把握できた。

司法解剖：頭部打撲という受傷機転にもかかわら

ず蘇生に不応性であったこと，顕著な外傷はなく，

受傷機転に伴う致命的な脳内出血はないこと，ＣＴ
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Fig.１．ChestandabdominalX-rayofthe

casepresented
Therewasnoremarkableabnormalitywhich
cancausesl'drlencardiacarrest．

上原因不明の腹腔心雲の液貯留を認めたことより

死亡原因の特定が困難であることを母親に伝え，所

轄警察署による検視を行うことを説明，了承を得

た。

検視を行った刑事調査官は事件性があるとは考え

にくい，という判断を行った。その理由は，下腹部

の陳旧性の手術懐痕を認めるほかは顕著な外傷は認

められず，薄い皮下出血が散見されるが，精神運動

発達遅滞に伴い転倒が多いという母親の証言と矛盾

せず，また頭部や胸部に骨折などもなく，死亡の原

因となる明らかな外傷も体表上に認められないため

であった。しかし，受傷機転とＣＴ所見との整合性

が得られないため，双方で検討し，司法解剖の施行

を決定した。同日行われた司法解剖の結果得られた

所見は以下の通りであった。

体表面：頭部・顔面・頚部・上肢．下肢にほぼ治

癒～治癒過程あるいは軽症の打撲傷痕，体表数箇所

に治癒した小円形の熱傷。胸部：心雲内血腫と右心

房破裂・左右肺胸膜下出血・横隔膜の出血．肋間筋

内出血・胸腔内出血。腹部：膝破裂．肝挫傷．腸間
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